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１　件　　名：賀数宿舎(R7)避雷針取替

賀数宿舎(R7)避雷針取替

４　履行期間：契約締結日　～　令和８年３月３１日

 (2)　本仕様書に記載無き事項及び用語の定義については、以下によるもとする。

　　　【国土交通省大臣官房官庁営繕部監修】

５　一般事項

　　　・公共建築工事標準仕様書　　（電気設備工事編）　　最新版

　　　・公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）　　最新版

 (6)　本仕様書及び作業に際し、疑義が生じた場合は監督官と協議の上実施すること。

　　る部分は、確実な写真管理を実施すること。作業完了後、Ａ４判写真帳に整理して１部監督官へ提出する

　　こと。提出する写真については鮮明な写真を添付することとする。

 (5)　作業の際、他の箇所に損傷を与えないように十分注意して実施し、万一損傷を与えた場合は、受注者の

　　責任において、速やかに原形に復旧すること。

　　する。

　　

 (1)　本仕様書は、「賀数宿舎(R7)避雷針取替」に適用する。

 (3)　作業時期及び実施工程等は、事前に監督官と打合せを実施すること。

 (4)　本作業の写真は着手前・作業中・完了後及び監督官の指示する箇所を撮影し、作業完了後、隠ぺいとな

 (9)　本作業で使用する材料は全て新品とし、事前に監督官へ承認図を提出し、検査を受けた合格品のみ使用

 (7)　作業中は、安全管理に十分留意し、事故等発生した場合は、速やかに監督官に報告するものとする。

(10)　受注者は、毎日作業終了後に現場の整理整頓及び清掃を実施することとする。

　　監督官等の許可を得るものとする。

２　場　　所：沖縄県糸満市字賀数前原３００-２　賀数宿舎４号棟

３　概　　要：賀数宿舎４号棟の避雷針取替　　　３基

４号棟

 (8)　本仕様に記載無き事項についても、当然実施すべき事項は、受注者の負担で実施する。

(11)　受注者は、作業場所以外への立入りを禁止する。やむを得ず、作業場所以外への立入りが必要な場合は

６　特記事項

 (1)　本作業で発生した発生材については、金属屑のみ官側に返納し、監督官の指定した場所に収集運搬する。

 (2)　本作業でクレーン等を使用する際は、事前に監督官と日程の調整を確実に行うものとする。また、宿舎

　　入居者に対する案内文の投函等も実施するのとする。

 (3)　本作業で使用する避雷針は、新品とし作業前に承認図を提出し承認を得るものとする。

 (4)　本作業で使用する足場は、官側で設置したものを使用し施工すること。

(12)　高所作業の為、安全対策は十分に実施することとする。
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